
１０月から事業者証明書への事業者の職印による押印が不要となります。 

（事業者証明書の様式の変更） 

事業者の「職印」の押印が不要となり、代わりに問い合わせに備えて、電話番号 

と共に「担当者職氏名」を記入することとなりました。 

ご理解とご協力をお願いします。 

なお、担当者職氏名が記入されていない場合は、確認させていただく場合があります。 

 

新様式は、令和３年１０月１日からの事業者証明において、ご使用ください。 

令和３年９月３０日までは、旧様式（これまでの様式）による証明をお願い 

していますので、事業者の職印による押印が必要です。 

（次のページを参照ください。） 

事業者証明書の様式は、ホームページ左側「事業者証明書等（ダウンロード）」 

から入手ください。 

令和３年１０月１日以降に証明する場合 



 

 
 

 

 

  
 

令和３年９月末日までに証明する場合 



 

また、旧様式は、１０月１日以降も使用できますが、事業者電話番号の下に 

「担当者職氏名」を追記されますようお願いします。 

 

 
 

 

 

 

  

特別ボイラー溶接士、普通ボイラー溶接士、ガス溶接作業主任者、特級ボイラー技士、

及び一級ボイラー技士の事業者証明書においても同様に、事業者の「職印」の押印が

不要となり、「担当者職氏名」を記入することとなりました。 

 

 

 

令和３年 10 月以降に旧様式を用いて証明する場合 

 


